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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 7 年 4 月 1 6 日 ( 2 0 2 5 . 4 . 1 6 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 固 定 体 と 、
　 前 記 固 定 体 に 第 １ 支 軸 を 介 し て 回 動 自 在 に 支 持 さ れ た 可 動 体 と 、
　 前 記 可 動 体 を 前 記 第 １ 支 軸 回 り に 回 動 操 作 す る レ バ ー で あ っ て 、 前 記 可 動 体 に 設 け ら れ  
た 第 ２ 支 軸 に 、 押 し 下 げ 位 置 と 前 記 押 し 下 げ 位 置 か ら 上 方 に 回 動 し た 引 き 上 げ 位 置 と に 回  
動 自 在 に 支 持 さ れ た レ バ ー と 、
　 前 記 レ バ ー を 付 勢 す る 引 張 り バ ネ と 、
　 前 記 引 張 り バ ネ の 付 勢 力 が 前 記 押 し 下 げ 位 置 で は 前 記 レ バ ー を 引 き 下 げ る 方 向 に 作 用 し  
前 記 引 き 上 げ 位 置 で は 前 記 レ バ ー を 引 き 上 げ る 方 向 に 作 用 す る よ う に 、 前 記 押 し 下 げ 位 置  
と 前 記 引 き 上 げ 位 置 と の 間 で 前 記 引 張 り バ ネ の 付 勢 力 の 方 向 を 切 り 替 え る 切 替 機 構 と を 備  
え 、
　 前 記 切 替 機 構 は 、
　 前 記 第 ２ 支 軸 回 り に 前 記 レ バ ー と 一 体 回 動 す る 回 動 部 材 で あ っ て 、 前 記 第 ２ 支 軸 の 軸 方  
向 か ら み て 前 記 第 ２ 支 軸 を 挟 む 位 置 に 配 置 さ れ た 第 １ バ ネ 掛 け 部 及 び 第 １ 係 合 部 が 設 け ら  
れ た 回 動 部 材 と 、
　 前 記 可 動 体 に 第 ３ 支 軸 を 介 し て 回 動 自 在 に 支 持 さ れ る リ ン ク で あ っ て 、 前 記 第 ３ 支 軸 の  
軸 方 向 か ら み て 前 記 第 ３ 支 軸 を 挟 む 位 置 に 配 置 さ れ た 第 ２ バ ネ 掛 け 部 及 び 第 ２ 係 合 部 が 設  
け ら れ た リ ン ク と 、 を 有 し 、
　 前 記 引 張 り バ ネ は 、 前 記 第 １ バ ネ 掛 け 部 と 前 記 第 ２ バ ネ 掛 け 部 と に わ た っ て 掛 け 渡 さ れ  
、
　 前 記 リ ン ク は 、 前 記 第 １ 係 合 部 と 前 記 第 ２ 係 合 部 と が 係 合 す る よ う に 配 置 さ れ 、 且 つ 前  
記 回 動 部 材 の 前 記 第 ２ 支 軸 回 り の 回 動 に よ る 前 記 第 １ 係 合 部 の 移 動 に 伴 っ て 前 記 第 ２ 係 合  
部 が 移 動 し て 前 記 第 ３ 支 軸 回 り に 回 動 し 、 前 記 第 ２ バ ネ 掛 け 部 を 前 記 第 １ バ ネ 掛 け 部 が 移  
動 す る 側 と 同 じ 側 に 移 動 さ せ る レ バ ー 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
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　 前 記 第 １ 係 合 部 及 び 前 記 第 ２ 係 合 部 の 一 方 は 、 前 記 第 ２ 支 軸 又 は 前 記 第 ３ 支 軸 と 平 行 な  
ピ ン に よ っ て 形 成 さ れ 、
　 前 記 第 １ 係 合 部 及 び 前 記 第 ２ 係 合 部 の 他 方 は 、 前 記 ピ ン が 挿 入 可 能 な 溝 又 は 穴 に よ っ て  
形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ に 記 載 の レ バ ー 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 レ バ ー を 引 き 上 げ て 操 作 し た 場 合 に 前 記 第 １ バ ネ 掛 け 部 が 移 動 す る 側 を 第 １ 側 と し  
、 前 記 第 １ 側 と は 反 対 側 を 第 ２ 側 と す る と 、
　 前 記 レ バ ー を 引 き 上 げ て 前 記 回 動 部 材 が 前 記 第 ２ 支 軸 回 り に 回 動 し た 場 合 に 、 前 記 第 １  
バ ネ 掛 け 部 が 前 記 第 １ 側 に 移 動 す る と 共 に 、 前 記 第 １ 係 合 部 と 前 記 第 ２ 係 合 部 と が 前 記 第  
２ 側 に 移 動 し て 前 記 第 ２ バ ネ 掛 け 部 が 前 記 第 １ 側 に 移 動 し 、
　 前 記 レ バ ー を 押 し 下 げ て 前 記 回 動 部 材 が 前 記 第 ２ 支 軸 回 り に 回 動 し た 場 合 に 、 前 記 第 １  
バ ネ 掛 け 部 が 前 記 第 ２ 側 に 移 動 す る と 共 に 、 前 記 第 １ 係 合 部 と 前 記 第 ２ 係 合 部 と が 前 記 第  
１ 側 に 移 動 し て 前 記 第 ２ バ ネ 掛 け 部 が 前 記 第 ２ 側 に 移 動 す る こ と で 、
　 前 記 レ バ ー の 操 作 に 伴 っ て 当 該 レ バ ー に 作 用 す る 前 記 引 張 り バ ネ の 付 勢 力 の 方 向 が 前 記  
レ バ ー を 引 き 下 げ る 方 向 と 前 記 レ バ ー を 引 き 上 げ る 方 向 と に 切 り 替 わ る 請 求 項 １ に 記 載 の  
レ バ ー 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 可 動 体 は 、 下 げ 位 置 と 前 記 下 げ 位 置 か ら 前 記 第 １ 支 軸 回 り に 上 方 に 回 動 し た 上 げ 位  
置 と の 間 で 回 動 可 能 で あ り 、
　 前 記 レ バ ー の 前 記 押 し 下 げ 位 置 は 前 記 可 動 体 の 前 記 下 げ 位 置 に 対 応 す る 位 置 で あ り 、
　 前 記 レ バ ー は 、 前 記 可 動 体 を 前 記 上 げ 位 置 に 操 作 し た と き の 位 置 で あ る 上 げ 操 作 位 置 に  
操 作 可 能 で あ り 、
　 前 記 レ バ ー の 前 記 引 き 上 げ 位 置 は 、 前 記 上 げ 操 作 位 置 か ら 前 記 上 げ 位 置 に あ る 前 記 可 動  
体 に 対 し て さ ら に 前 記 レ バ ー を 引 き 上 げ た 位 置 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の レ バ ー 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 固 定 体 に 設 け ら れ た ガ イ ド 体 と 、
　 前 記 ガ イ ド 体 が 嵌 ま る ガ イ ド 溝 を 有 し 且 つ 前 記 第 ２ 支 軸 回 り に 前 記 レ バ ー と 一 体 回 動 す  
る ガ イ ド プ レ ー ト と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 ガ イ ド 溝 は 、
　 前 記 下 げ 位 置 に あ る 前 記 可 動 体 が 上 げ 方 向 に 回 動 す る の を 規 制 し 且 つ 前 記 レ バ ー の 引 き  
上 げ 方 向 へ の 回 動 を 許 容 す る 第 １ 溝 部 と 、
　 前 記 レ バ ー の 操 作 に よ る 前 記 可 動 体 の 回 動 を 許 容 す る 第 ２ 溝 部 と 、
　 前 記 上 げ 位 置 に あ る 前 記 可 動 体 の 上 げ 方 向 へ の 回 動 を 規 制 し 、 前 記 レ バ ー の 第 ２ 支 軸 回  
り の 回 動 を 許 容 す る 第 ３ 溝 部 と を 有 し 、
　 前 記 第 ３ 溝 部 は 、 前 記 レ バ ー が 前 記 引 き 上 げ 位 置 に あ る と き に 、 前 記 可 動 体 が 前 記 上 げ  
位 置 か ら 下 げ 方 向 に 回 動 す る の を 規 制 す る 係 止 部 を 有 し て い る 請 求 項 ４ に 記 載 の レ バ ー 装  
置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 可 動 体 は 、 前 記 第 ２ 支 軸 を 軸 心 回 り に 回 動 自 在 に 支 持 す る 支 持 筒 を 有 し 、
　 前 記 レ バ ー は 、 前 記 支 持 筒 の 軸 心 方 向 の 一 側 で 前 記 第 ２ 支 軸 に 取 り 付 け ら れ 、
　 前 記 ガ イ ド プ レ ー ト は 、 前 記 支 持 筒 の 軸 心 方 向 の 他 側 で 前 記 第 ２ 支 軸 に 固 定 さ れ る 請 求  
項 ５ に 記 載 の レ バ ー 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の レ バ ー 装 置 を 備 え て い る 作 業 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 レ バ ー は 、 前 記 作 業 機 に 備 え ら れ る ア ク チ ュ エ ー タ を 、 操 作 可 能 状 態 と 操 作 不 能 状  
態 と に 切 り 替 え る 操 作 ロ ッ ク レ バ ー で あ る 請 求 項 ７ に 記 載 の 作 業 機 。
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